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鴨池公園水泳プールリザルトシステムリース契約に係る入札仕様書 

 

本仕様書は、鴨池公園水泳プールに設置するリザルトシステムのリース契約に関し、必要な事

項を定めるものである。以下、リザルトシステムとは、本契約によって設置するリザルトシステ

ムのリース物品一式をいう。 

 

１ 業務名 

鴨池公園水泳プールリザルトシステムリース契約 

 

２ 業務の目的 

現行リザルトシステムは Windows11 に非対応で今後の継続利用が困難であり、セキュリティ

や保守面のリスクを回避し安定した大会運営を確保するための機器へ更新することを目的とす

る。 

 

３ リース期間 

  令和９年２月１日から令和１４年１月３１日まで（６０月） 

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約） 

 

４ 契約の内容 

(1) 既存機器の撤去及び処分 

(2) 新規機器の導入・設置 

(3) 機器のリース（別紙「機器仕様書」のとおり） 

 

５ 設置場所 

  鴨池公園水泳プール（鹿児島市鴨池二丁目３１番３号） 

 

６ 入札について 

(1) リース期間を６０月として１月あたりの金額を算定し、１月分のリース料を見積もるこ

ととする。ただし、消費税相当額及び地方消費税相当額は含まないこととする。 

(2) リース料には、設定料、出張料、送料などの導入及び設置に係る経費、部品料、機器の

撤去費、リサイクルに係る経費、公租公課、動産総合保険料など必要な６０月の経費を全

て見込むこと。ただし、機器の保守点検は指定管理者が別途契約するため含めないことと

する。 

 

７ 契約の締結 

(1) リース料 

    入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に該当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を契約金額とする。 

(2) 契約締結 
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    落札業者（以下「受注者」という。）は、鹿児島市（以下「発注者」という。）から落札

決定通知書を受けた日から５日以内に、発注者との契約書及び契約に必要な書類を提出す

ること。 

(3) 契約保証金 

受注者は、鹿児島市契約規則（以下「規則」という。）第２５条の規定に基づく契約保証

金を納めること。ただし、規則第２６条各号のいずれかに該当した時は当該保証金を免除

する。 

(4) 動産総合保険への加入 

    規則第５９条の規定に基づき、受注者は、契約締結後、自らの負担で、発注者が賃借す

る機器を対象とする動産総合保険を締結することとし、同契約締結後は直ちに発注者に当

該保険証書写しを提出すること。 

 

８ 機器の導入・設置 

   (1) 受注者は、落札決定後１０日以内に「納入計画書」を作成し、発注者へ提出すること。 

  (2) 円滑な機器の導入や設置後の良好な運用のため、入札参加希望の申請書を提出するまで

に、メーカーと導入スケジュール等を確認しあうなど密に連携しておくこと。 

  (3) 本仕様書に記載のない事項であっても、機器等の正常動作に必要な部品や作業などがあ

る場合は、受注者の責任において適宜付加すること。 

(4) 機器の据付・調整後は、速やかに施設職員への導入研修を実施すること。なお、導入研

修については、受注者またはメーカーが実施して差し支えないものとする。ただし、発注

者がその必要がないと認めたときは行わないことができる。 

 

９ リース料金の支払 

(1) 受注者は、毎月１０日までに前月分のリース料の請求を発注者に対し行うものとする。 

(2) 発注者は、請求の書類を正当と認め、これを受理したときは、その日から起算して３０

日以内に当該請求に係る金額を受注者に支払うものとする。 

 

10 その他 

  (1) 契約内容の遂行にあたっては、関係法令、条例等のほか、市の服務規律、情報セキュリ

ティ及び環境保全に向けた取組を遵守すること。 

  (2) この入札は、地方自治法第２３４条３の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、

契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減

額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更又は解除することができる。なお、この

変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。この場

合における賠償額は、市と受注者との間で協議して定めるものとする。 


